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市第 103 号議案 

   横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に 

関する条例等の一部改正 

 横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成24年２月15日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に 

関する条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 

条例の一部改正） 

第１条 横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関 

する条例（昭和42年12月横浜市条例第46号）の一部を次のように

改正する。 

第10条の２第２号中「第５条第13項」を「第５条第12項」に改

める。 

（横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成３ 

年12月横浜市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「第６条の２第８項」を「第６条の３第８項」

に、「第６条の３第１項」を「第６条の４第１項」に改める。 

（横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例の一部改正） 

第３条 横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例（平成18年３ 

月横浜市条例第14号）の一部を次のように改正する。 
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  第７条中「又は法第25条第２項」を「、法第25条第２項、法第

51条の９第２項又は法第51条の10第２項」に改め、「受給者証」

の次に「又は地域相談支援受給者証」を加える。  

（横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部改正） 

第４条 横浜市総合リハビリテーションセンター条例（昭和62年３

月横浜市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「知的障害児通園施設」を「児童発達支

援センター」に改め、同項第２号及び第３号を削り、同項第４号

中「第５条第13項」を「第５条第12項」に改め、同号を同項第２

号とし、同項第５号中「第５条第15項」を「第５条第14項」に改

め、同号を同項第３号とし、同項第６号を同項第４号とし、同項

第７号を同項第５号とし、同条第２項中「第５号」を「第３号」

に、「同項第７号」を「同項第５号」に改める。 

第４条の２第１項中「知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設

又は肢体不自由児通園施設」を「児童発達支援センター」に改め

、「及び第３項」を削り、同条第３項を削る。 

第９条第１号を次のように改める。 

(1)  児童発達支援センターを利用する場合（児童福祉法第21条

の６の規定により利用する場合を除く。）は、同法第21条の

５の３第２項第１号の規定により定められた同法第６条の２

第２項に規定する児童発達支援若しくは同条第３項に規定す

る医療型児童発達支援（医療に係るものを除く。）に係る費

用の額及び同法第21条の５の３第１項に規定する通所特定費

用の実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定

める額又は同法第21条の５の28第２項の規定により定められ
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た同条第１項に規定する肢体不自由児通所医療に係る算定し

た額 

第９条第２号中「第29条第３項」を「第29条第３項第１号」に

、「第５条第12項」を「第５条第11項」に、「同条第14項」を「

同条第13項」に改め、同条第２号の２中「心身に障害のある疑い

のある」を「法第19条第１項の規定により就労移行支援に係る同

項に規定する支給決定を受けた者以外の」に、「第29条第３項」

を「第29条第３項第２号」に改め、「費用の額の10分の１の」を

削り、同条第４号を削り、同条第５号を同条第４号とする。 

第５条 横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部を次の

ように改正する。 

 第９条第１号中「若しくは同条第３項」を「、同条第３項」に

改め、「ものを除く。）」の次に「若しくは同条第５項に規定す

る保育所等訪問支援」を加え、「又は同法」を「、同法」に改め

、「算定した額」の次に「又は同法第24条の26第２項の規定によ

り定められた同法第６条の２第６項に規定する障害児相談支援に

係る費用の額」を加える。 

 （横浜市知的障害者生活介護型施設条例の一部改正） 

第６条 横浜市知的障害者生活介護型施設条例（平成15年３月横浜 

市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「第５条第14項」を「第５条第13項」に改め、

同条第４項中「第５条第９項」を「第５条第８項」に、「同条第

12項」を「同条第11項」に改める。 

第９条第１項及び第10条第１項中「第29条第３項」を「第29条

第３項第１号」に改める。 
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第11条第１項中「第５条第23項」を「第５条第27項」に改める

 。 

 附則第３項中「第63条の５」を「第63条の３」に、「第８条及

び第９条」を「第９条及び第10条」に改める。 

（横浜市火災予防条例の一部改正） 

第７条 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の 

一部を次のように改正する。 

  第51条第１項第３号中「第５条第11項又は第17項」を「第５条

第10項又は第16項」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第５条の

規定は、規則で定める日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福

祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、関係規定の整備を

図る等のため、横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例等の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 議 会 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 

関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
 （ 介 護 補 償 ） 

第 10 条 の ２  傷 病 補 償 年 金 又 は 障 害 補 償 年 金 を 受 け る 権 利 を 有 す る

者 が 、 当 該 傷 病 補 償 年 金 又 は 障 害 補 償 年 金 を 支 給 す べ き 事 由 と な

っ た 障 害 で あ っ て 規 則 で 定 め る 程 度 の も の に よ り 、 常 時 又 は 随 時

介 護 を 要 す る 状 態 に あ り 、 か つ 、 常 時 又 は 随 時 介 護 を 受 け て い る

場 合 に お い て は 、 介 護 補 償 と し て 、 当 該 介 護 を 受 け て い る 期 間 、

常 時 又 は 随 時 介 護 を 受 け る 場 合 に 通 常 要 す る 費 用 を 考 慮 し て 市 長

が 定 め る 金 額 を 支 給 す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 そ の 入

院 し 、 又 は 入 所 し て い る 期 間 に つ い て は 、 介 護 補 償 は 、 行 わ な い

。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

                       第 ５ 条 第 12 項 
 (2)  障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 ）       に  
                      第 ５ 条 第 13 項 

規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 （ 次 号 に お い て 「 障 害 者 支 援 施 設 」 と 

い う 。） に 入 所 し て い る 場 合 （ 同 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 生 活 介 護 

（ 次 号 に お い て 「 生 活 介 護 」 と い う 。） を 受 け て い る 場 合 に 限

る 。）  

（ 第 ３ 号 省 略 ） 

 

   横 浜 市 ひ と り 親 家 庭 等 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 

   ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
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 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  こ の 条 例 に お い て 「 養 育 者 」 と は 、 次 に 掲 げ る 児 童 と 同 居 し て 

、 こ れ を 監 護 し 、 か つ 、 そ の 生 計 を 維 持 す る 者 で あ っ て 、 児 童 福 

              第 ６ 条 の ３ 第 ８ 項 
祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ）         に 規 定 す る 小 規 
              第 ６ 条 の ２ 第 ８ 項 

                  第 ６ 条 の ４ 第 １ 項 
模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 又 は 同 法         に 規 定 
                  第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 

す る 里 親 （ 以 下 「 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 等 」 と い う

。） 以 外 の も の を い う 。 

   （ 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 

    

横 浜 市 障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
           、 法 第 25 条 第 ２ 項 、 法 第 51 条 の ９ 第 ２ 項 又 
第 ７ 条  法 第 24 条 第 ２ 項                     
          又 は 法 第 25 条 第 ２ 項            

 は 法 第 51 条 の 10 第 ２ 項           又 は 地 域 相 談 支 援 受 
           の 規 定 に よ る 受 給 者 証           
                               

 給 者 証 
の 提 出 又 は 返 還 を 求 め ら れ て こ れ に 応 じ な い 者 に 対 し 、 10  

     

0,000 円 以 下 の 過 料 を 科 す る 。 

 

   横 浜 市 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
第 ４ 条 関 係 

 （ 施 設 ） 

第 ３ 条  前 条 各 号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う た め 、 リ ハ セ ン タ ー に 次 の 

施 設 を 置 く 。 

                           児  
(1)  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 43 条 に 規 定 す る 
                           知  

   童 発 達 支 援 セ ン タ ー 
的 障 害 児 通 園 施 設 
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(2)  児 童 福 祉 法 第 43 条 の ２ の 規 定 に よ る 難 聴 幼 児 通 園 施 設   

                               
(3)  児 童 福 祉 法 第 43 条 の ３ の 規 定 に よ る 肢 体 不 自 由 児 通 園 施 設 

  (2)  
    障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 。 以 下 「 法 」 と  
  (4)  

       第 ５ 条 第 12 項  
   い う 。）       に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設  
       第 ５ 条 第 13 項  

  (3)   第 ５ 条 第 14 項  
    法       に 規 定 す る 就 労 移 行 支 援 （ 以 下 「 就 労 移 行  
  (5)   第 ５ 条 第 15 項  

   支 援 」 と い う 。） 及 び こ れ に 準 ず る 支 援 を 提 供 す る 就 労 支 援  

   施 設  

  (4)  
    （ 本 文 省 略 ） 
  (6)  

  (5)  
    （ 本 文 省 略 ） 
  (7)  

          第 ３ 号               同 項 第 
 ２  前 項 第 １ 号 か ら    ま で に 規 定 す る 施 設 の 定 員 及 び    
          第 ５ 号               同 項 第 

  ５ 号 
    に 規 定 す る 診 療 所 の 病 床 数 は 、 規 則 で 定 め る 。 
  ７ 号 

  （ 利 用 の 承 認 ）  

       児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー               
 第 ４ 条 の ２   
       知 的 障 害 児 通 園 施 設 、 難 聴 幼 児 通 園 施 設 又 は 肢 体 不  

          
         を 利 用 し よ う と す る 児 童 の 保 護 者 は 、 第 ６ 条 第  
  自 由 児 通 園 施 設  

                       
  １ 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 （ 次 項      に お い て 「 指 定 管  
                 及 び 第 ３ 項  

  理 者 」 と い う 。） の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

    （ 第 ２ 項 省 略 ）  

                               
 ３  リ ハ セ ン タ ー に お い て 法 第 ５ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 児 童 デ イ サ 

                               
  ー ビ ス （ 以 下 「 児 童 デ イ サ ー ビ ス 」 と い う 。） を 利 用 し よ う と 

                               
  す る 児 童 の 保 護 者 は 、 指 定 管 理 者 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な 

    
  い 。 

  （ 利 用 料 金 ）  

 第 ９ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ  

  る 額 の そ の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 支  

  払 わ な け れ ば な ら な い 。  
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    児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合 （ 児 童 福 祉 法 第 21 条 
  (1)                              
    知 的 障 害 児 通 園 施 設 、 難 聴 幼 児 通 園 施 設 又 は 肢 体 不 自 由 児 

   の ６ の 規 定 に よ り 利 用 す る 場 合 を 除 く 。） は 、 同 法 第 21 条 の 
   通 園 施 設 を 利 用 す る 場 合 （ 児 童 福 祉 法 第 27 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 

   ５ の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 同 法 第 ６ 条 の ２ 
   規 定 に よ り 利 用 す る 場 合 を 除 く 。） は 、 同 法 第 24 条 の ２ 第 ２ 

   第 ２ 項 に 規 定 す る 児 童 発 達 支 援 若 し く は 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す 
   項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 同 法 第 ７ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 知 的 

   る 医 療 型 児 童 発 達 支 援 （ 医 療 に 係 る も の を 除 く 。） に 係 る 費 
   障 害 児 通 園 施 設 支 援 、 同 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 難 聴 幼 児 通 園 

   用 の 額 及 び 同 法 第 21 条 の ５ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 通 所 特 定 費 
   施 設 支 援 又 は 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 肢 体 不 自 由 児 通 園 施 設 

   用 の 実 費 相 当 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 
   支 援 に 係 る 費 用 の 額 及 び 同 法 第 24 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 

   め る 額 又 は 同 法 第 21 条 の ５ の 28 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ 
   定 費 用 の 実 費 相 当 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 

   た 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 に 係 る 算 定 し 
   て 定 め る 額 

   た 額 
      

  (2)  障 害 者 支 援 施 設 又 は 就 労 支 援 施 設 を 利 用 す る 場 合 （ 身 体 障  

   害 者 福 祉 法 第 18 条 若 し く は 知 的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 35 年 法 律  

   第 37 号 ） 第 15 条 の ４ の 規 定 に よ り 利 用 す る 場 合 又 は 次 号 に 掲  

               第 29 条 第 ３ 項 第 １ 号  
   げ る 場 合 を 除 く 。） は 、 法          の 規 定 に よ り  
               第 29 条 第 ３ 項  

         第 ５ 条 第 11 項             同 条 第  
   定 め ら れ た 法       に 規 定 す る 施 設 入 所 支 援 、     
         第 ５ 条 第 12 項             同 条 第  

   13 項  
     に 規 定 す る 自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行 支 援 に 係 る 費 用 の 額 及  
   14 項  

   び 法 第 29 条 第 １ 項 に 定 め る 特 定 費 用 の 実 費 相 当 額 の 範 囲 内 で  

   指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額  

      法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 就 労 移 行 支 援 に 係 る 同 項  
  (2) の ２                  
      心 身 に 障 害 の あ る 疑 い の あ る  

   に 規 定 す る 支 給 決 定 を 受 け た 者 以 外 の  
                    者 が 就 労 支 援 施 設 を 利  
 

           第 29 条 第 ３ 項 第 ２ 号  
   用 す る 場 合 は 、 法          の 規 定 に よ り 定 め ら れ  
           第 29 条 第 ３ 項  

                        
   た 就 労 移 行 支 援 に 係 る           額  
             費 用 の 額 の 10 分 の １ の  

    （ 第 ３ 号 省 略 ）  

                               
  (4)  リ ハ セ ン タ ー に お い て 児 童 デ イ サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 （  

                               
   児 童 福 祉 法 第 21 条 の ６ の 規 定 に よ り 利 用 す る 場 合 を 除 く 。）  
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   は 、 法 第 29 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 児 童 デ イ サ ー ビ  

                               
   ス に 係 る 費 用 の 額 及 び 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 費 用 の 実 費  

                              
   相 当 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額  

  (4)  
    （ 本 文 省 略 ） 
  (5)  

第 ５ 条 関 係 

  （ 利 用 料 金 ）  

 第 ９ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ  

  る 額 の そ の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 支  

  払 わ な け れ ば な ら な い 。  

  (1)  児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合 （ 児 童 福 祉 法 第 21 条 

   の ６ の 規 定 に よ り 利 用 す る 場 合 を 除 く 。） は 、 同 法 第 21 条 の 

   ５ の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 同 法 第 ６ 条 の ２ 

                 、 同 条 第 ３ 項     
   第 ２ 項 に 規 定 す る 児 童 発 達 支 援          に 規 定 す  
                 若 し く は 同 条 第 ３ 項 

                          若 し く は 
   る 医 療 型 児 童 発 達 支 援 （ 医 療 に 係 る も の を 除 く 。）  
   

   同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 保 育 所 等 訪 問 支 援 
                     に 係 る 費 用 の 額 及 び 
  

   同 法 第 21 条 の ５ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 通 所 特 定 費 用 の 実 費 相 

                            、 同  
   当 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額   
                            又 は  

   法   
     第 21 条 の ５ の 28 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 同 条 第 １ 
   同 法  

                           又 は 同  
   項 に 規 定 す る 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 に 係 る 算 定 し た 額 
 

   法 第 24 条 の 26 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 同 法 第 ６ 条 の ２ 
   

   第 ６ 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 に 係 る 費 用 の 額 
    

    （ 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 

 横 浜 市 知 的 障 害 者 生 活 介 護 型 施 設 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
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 （ 事 業 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

                           第 ５ 条 
３  横 浜 市 中 山 み ど り 園 は 、 第 １ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 法    
                          第 ５ 条 

 第 13 項 
   に 規 定 す る 自 立 訓 練 （ 以 下 「 自 立 訓 練 」 と い う 。） を 行 う 
第 14 項 

。 

                        第 ５ 条 第 ８ 
４  横 浜 市 松 風 学 園 は 、 第 １ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 法      
                        第 ５ 条 第 ９ 

 項                          同 条 第 
 に 規 定 す る 短 期 入 所 （ 以 下 「 短 期 入 所 」 と い う 。） 及 び    
項                          同 条 第 

 11 項  
  に 規 定 す る 施 設 入 所 支 援 （ 以 下 「 施 設 入 所 支 援 」 と い う 。）  
12 項 

を 行 う 。 

   （ 第 ５ 項 省 略 ） 

 （ 使 用 料 ） 

第 ９ 条  横 浜 市 松 風 学 園 を 利 用 す る 者 （ 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 15 条 の 

４ 又 は 第 16 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 利 用 す る 者 を 除 く 。） は 

  第 29 条 第 ３ 項 第 １ 号 
、 法          の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 生 活 介 護 、 短 期 
  第 29 条 第 ３ 項     

入 所 又 は 施 設 入 所 支 援 に 係 る 費 用 の 額 及 び 同 条 第 １ 項 に 定 め る 特 

定 費 用 の 実 費 相 当 額 を 基 準 と し て 市 長 が 定 め る 額 の 使 用 料 を 納 付 

し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 利 用 料 金 ） 

第 10 条  横 浜 市 つ た の は 学 園 又 は 横 浜 市 中 山 み ど り 園 を 利 用 す る 者 

（ 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 15 条 の ４ の 規 定 に よ り 利 用 す る 者 を 除 く 。 

             第 29 条 第 ３ 項 第 １ 号         
） は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 法          の 規 定 に よ り 定 
             第 29 条 第 ３ 項 

め ら れ た 生 活 介 護 若 し く は 自 立 訓 練 に 係 る 費 用 の 額 及 び 同 条 第 １ 

項 に 定 め る 特 定 費 用 の 実 費 相 当 額 又 は 日 中 一 時 支 援 に 係 る 通 常 要 

す る 費 用 に つ き 市 長 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 額 及 び 食 事 の 提 
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供 等 に 係 る 実 費 相 当 額 を 基 準 と し て 市 長 が 定 め る 額 の 範 囲 内 で 指 

定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 の 当 該 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 

下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 知 的 障 害 者 福 祉 ホ ー ム 等 ） 

                         第 ５ 条 第 27  
第 11 条  横 浜 市 松 風 学 園 に 、 知 的 障 害 者 を 対 象 と す る 法      
                         第 ５ 条 第 23  

 項  
 に 規 定 す る 福 祉 ホ ー ム 及 び 在 宅 の 知 的 障 害 者 の 生 活 能 力 訓 練 事 
項 

業 等 を 行 う た め の 知 的 障 害 者 短 期 宿 泊 訓 練 施 設 を 置 く 。 

  （ 第 ２ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 

  附  則 

   （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 通 知 に 係 る 児 童 に つ い て の 特 例 ） 

                   第 63 条 の ３ 
３  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ）      の 規 定 に よ る 

第 63 条 の ５ 

                          第 ９ 条 及 
通 知 に 係 る 児 童 は 、 第 １ 条 、 第 ２ 条 、 第 ４ 条 、 第 ５ 条 、 

第 ８ 条 及  

 び 第 10 条 
  の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 知 的 障 害 者 と み な す 。 

 び 第 ９ 条 

    

横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)   
 （ 自 動 火 災 報 知 設 備 に 関 す る 基 準 ） 

第 51 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 ま た は そ の 部 分 に は 、 自 動 火 

災 報 知 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

(3)  令 別 表 第 １ (6) 項 ハ に 掲 げ る 防 火 対 象 物 （ 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 

造 と し た も の 又 は 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ３ イ 若 し く は ロ の 

い ず れ か に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う ち 、 児 童 養 護 施 設 、 児 
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童 自 立 支 援 施 設 （ 通 所 施 設 を 除 く 。）、 障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 

          第 ５ 条 第 10 項 又 は 第 16 項 
成 17 年 法 律 第 123 号 ）            に 規 定 す る 共 同 
          第 ５ 条 第 11 項 又 は 第 17 項 

生 活 介 護 又 は 共 同 生 活 援 助 を 行 う 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も 

の （ 次 号 に お い て 「 児 童 養 護 施 設 等 」 と い う 。） で 、 延 べ 面 積 

が 200 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

   （ 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 


